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【注意・初動体制】

除雪統括

除雪判断・指示

情報収集・報告

情報受付・応対

事務的用務

実績報告、予算管理

※夜間・休日

※５人体制の４組により冬期間（12月～3月）をローテーション

※道路課職員及び本部長が命じた都市創造部職員

【警戒態勢】

除雪統括

除雪判断・指示

事務的用務

実績報告、予算管理

串､月津､符津､矢田野､木場､松東(波佐谷)､粟津､那谷４班

除雪指揮
（道路課長）

稚松､芦城､向本折､今江､安宅､牧､荒屋､犬丸､日末

能美､第一､東陵､国府､中海

苗代､蓮代寺､松東(金野･西尾）

串､月津､符津､矢田野､木場､松東(波佐谷)､粟津､那谷

本部長
（都市創造部長）

直営班

　機動班
　・パトロール
　・出動指示
　・現場指揮監督
　・現場作業

　〇関係機関との連携、情報共有の強化
　〇雪害態勢移行の準備

危機管理課

広報情報センター
（情報班の拡充）

直営班

庶務班

　機動班
　・パトロール
　・出動指示
　・現場指揮監督
　・現場作業

１班

２班

３班

除雪現場作業

　〇パトロール、現場対応等の強化
　　・機動班の増員（本部長が命じた都市創造部職員）

　〇国、県の情報連絡、情報の収集・共有を強化
　〇市民、企業へのタイムリーな情報発信

稚松､芦城､向本折､今江､安宅､牧､荒屋､犬丸､日末

能美､第一､東陵､国府､中海

苗代､蓮代寺､松東(金野･西尾）

小松市除雪対策本部組織

２組
（５人体制）

３組
（５人体制）

４組
（５人体制）

１組
（５人体制）

庶務班

情報班

１班

２班

３班

４班

除雪現場作業

本部長
（都市創造部長）

除雪指揮
（道路課長）
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【雪害態勢】

 ◎事務局長【危機管理課長】

   〇総務班（危機管理課・広報秘書課）

 ◎センター長【都市創造部長】

　 〇情報受付

　　 ・スタッフ（都市創造部､他部局）

　 〇情報収集・分析

　　 ・道路課（国､県､高速､建設業協会）

　　 ・危機管理課（警察､自衛隊､自主防災)

　 〇情報発信

　　 ・広報秘書課（特設ＨＰ･ＳＮＳ）

　　 ・地域振興課（結ネット･町内会･外国人)

　　 ・危機管理課（防災行政無線、こまつ防災アプリ一斉配信（※）)

　　 ・消防情報指令課（防災行政無線，小松市公式LINE)

　　※ 原則，こまつ防災アプリ，SNS，小松市公式LINE，結ネット及び

　　　　Yahoo!防災速報は危機管理課より一斉配信

議会事務局長
（支援）

経済環境部長
（企業）

（ごみ・し尿処理）

上下水道局長
（上下水道施設）

病院管理局長
（病院･医療施設）

教育委員会事務局長
（学校）

健康福祉部長
（孤立集落）

（屋根雪おろし）

国際文化交流部
（観光施設）

（ホテル･旅館）

消防長
（消防）

小松市雪害対策本部組織

事務局

広報情報センター

本部員

本部長
（危機管理監）

副本部長
（都市創造部長）

除雪対策本部

総合政策部長
（交通・ICT機器）

行政管理部長
（バス・町内会）

市長公室部長
（広報・報道）

こども家庭部長
（こども園）

情報

共有
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【災害態勢】

 ◎事務局長【危機管理監】

   〇総務班（危機管理課・広報秘書課）

 ◎センター長【都市創造部長】

　 〇情報受付

　　 ・スタッフ（都市創造部、他部局）

　 〇情報収集・分析

　　 ・道路課（国､県､高速､建設業協会）

　　 ・危機管理課（警察､自衛隊､自主防災)

　　 ・スマートシティ推進課（ＩＣＴ全般）

　 〇情報発信

　　 ・広報秘書課（特設ＨＰ･ＳＮＳ）

　　 ・地域振興課（結ネット･町内会･外国人)

　　 ・危機管理課（防災行政無線、こまつ防災アプリ一斉配信（※）)

　　 ・消防情報指令課（防災行政無線，小松市公式LINE)

　　※ 原則，こまつ防災アプリ，SNS，小松市公式LINE，結ネット及び

　　　　Yahoo!防災速報は危機管理課より一斉配信

議会事務局長
（支援）

都市創造部長
（除雪本部）

病院管理局長
（病院･医療施設）

消防長
（消防）

教育委員会事務局長
（学校）

行政管理部長
（バス・町内会）

健康福祉部長
（孤立集落）

（屋根雪おろし）

国際文化交流部
（観光施設）

（ホテル･旅館）

総合政策部長
（交通・ICT機器）

市長公室部長
（広報・報道）

広報情報センター

経済環境部長
（企業）

（ごみ・し尿処理）

上下水道局長
（上下水道施設）

こども家庭部長
（こども園）

小松市災害対策本部組織

本部長
（市長）

副本部長
（副市長）

本部員

事務局技監

情報

共有
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令和７年度 小松市雪害対策 

 

第１．目的 

  冬期間における降雪，積雪による被害の未然防止と軽減を図るために必要な

対策を講ずることにより，市民生活の安定を図ることを目的とする。 

 

第２．基本方針 

  雪害態勢は，「小松市雪害対策本部」が行うものとし，道路除雪については，

「小松市除雪対策本部」が行うものとする。 

 

第３．本部の設置 

（１）設置基準 

  雪害態勢の指揮命令系統を明確にし，的確な情報収集を図るため次の基準※に

より雪害対策本部を設置するものとする。なお，降雪，積雪状況，被害発生状況

等により災害対策本部の設置が必要な場合は，地域防災計画の規定により災害

対策本部を設置するものとする。 

※ 石川県による地域防雪連携本部が設置され（積雪深が南加賀土木総合事務

所前 50cm かつ尾小屋 120cm のとき），かつ，雪害により市民生活に支障が

生ずるおそれがあると認められるとき。 

 

（２）設置場所 

  設置場所は，庁舎２階防災対策室（危機管理課）とする。 

 

（３）通知先 

  通知先は，災害対策本部設置の通知先に準ずる。 

  （石川県，防災関係機関，市民等） 

 

第４．本部の組織・構成 

  雪害対策本部の組織及び構成は７ページのとおりとする。 

 

第５．本部員会議 

  本部長は，雪害対策本部を設置したとき，または，必要に応じて本部員を招集

し本部員会議を行うときには，的確な情報収集，分析を行い，雪害対策にかかる

措置事項を決定するものとする。 
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第６．雪害態勢 

  雪害態勢における各部の事務分掌は次のとおりとする。  

所属部局 事 務 分 掌 

本 

部 

事 

務 

局 

危機管理課 

・雪害対策会議の統制及び各局間の調整 

・防災行政無線，Ｌアラート（緊急速報メール）等の運用

管理業務 

・県及び関係機関への報告，連絡，通報，調整業務 

・雪害対策会議に関すること 

・気象情報の収集，伝達 

・市民へ防災行政無線等による情報提供 

・消防本部情報指令課との連携等 

・その他本部運営に関する必要な業務（映像伝送を含む。） 

広報秘書課 
・雪害対策本部長の特命による事項 

・本部事務局への支援 

広報情報センター ・情報受付 

・情報収集，分析（道路，気象，降雪，積雪状況等） 

・情報伝達，発信 

市長公室 ・雪害広報に関すること（特設ＨＰ，防災情報メール，Ｓ

ＮＳ等） 

・報道機関への広報に関すること 

・関係機関との連絡調整 

 

総合政策部 ・公共交通機関の運行状況の把握，調整等（鉄道，航空機

等） 

・ＩＣＴ機器の管理等 

・市職員の参集，動員に関すること 

行政管理部 ・渋滞長期化による飲料，食料，燃料の提供 

・庁内放送による庁内職員への情報伝達 

・市保有車両の使用統制及び運行管理 

・市庁舎等の施設の点検，機能維持に関すること 

・公共交通機関の運行状況の把握，調整等（路線バス等） 

・町内会等との連絡調整（結ネット等） 

・国際交流関係団体への協力依頼 

こども家庭部 ・こども園，児童福祉施設等の入所児童の安全確保 
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健康福祉部 ・孤立集落に関すること（安否確認，救助支援等） 

・屋根雪下ろしに関すること（広報，補助制度の利用，業

者紹介等） 

・福祉関係施設への情報伝達 

・食料，薬品等の調達に関すること 

・医療機関との連絡調整 

・要配慮者への対応，要配慮者入所施設の対応 

国際文化交流部 ・観光施設，観光客，旅行者の安全確保（観光施設，宿泊

施設等の予約状況等の把握も含む） 

・文化施設，スポーツ施設の除雪 

・文化財等の保護  

経済環境部 ・ごみ処理に関すること（町内会等のごみ出し，収集業者

との調整等） 

・エコロジーパーク構内等の除雪 

・し尿処理に関すること（南加賀広域圏事務組合） 

・企業等の操業状況等の把握 

・商工関連団体との連絡調整 

・農林水産被害の被害状況の把握及び対応 

・ＪＡ，森林組合，漁業組合との連絡調整 

・雪崩対策 

都市創造部 ・道路渋滞の状況把握，情報提供等 

・除雪関係機関との連絡調整 

・排雪作業の準備，開始 

・臨時排雪場所の確保，開始 

・雪崩対策（危険箇所の把握と監視，雪庇の除去，交通規

制，避難指示等） 

・市内パトロール，現地作業，資機材の運搬等 

・現場との連絡調整（状況に応じ交通規制，除雪活動等） 

・国，県等の関係機関との連絡調整 

・市営住宅，空き家等の被害状況の把握及び対応 

・駅，公園等施設の被害状況調査及び対応 

上下水道局 

 

 

・管理施設のパトロール，被害の特定，復旧作業 

・工事現場の事故防止，管理保全，地区住民への広報 

・水道管の凍結防止の広報，破損，断水時等の対応 
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上下水道局 ・資機材の確保，配水応援体制の確保 

・応急配水，給水に関すること 

・上下水道施設の被害調査及び管理 

病院管理局 ・県及び関係医療機関と連携して行う医療活動に関するこ

と 

・入院，外来患者等の安全確保 

・医療品，薬品等の調達等に関すること 

・構内等の除雪 

・病院施設の点検，機能維持に関すること 

消防機関 ・雪害及び火災予防広報（防災行政無線，小松市公式 LINE，

巡回等） 

・消防水利の確保 

・消火栓，防火水槽，消防車庫等必要な箇所の除雪 

・市内パトロール及び情報収集 

・消防団への除雪指示等 

教育委員会 ・休校，集団登下校等の措置 

・学校等教育施設等の除雪 

・公民館等関係機関の除雪 

議会事務局 

監査事務局 

・市議会との連絡調整に関すること（議会事務局） 

・災害対策本部からの指示に基づく，他部局の応援 

・その他必要な対策 

まちづくり 

市民財団 

・体育施設等の所管施設の除雪 

・施設の点検，機能維持に関すること 

社会福祉協議会 ・福祉施設，民生委員・児童委員等との連絡調整 

・要配慮者への対応等 
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